
鳥取市中小企業等奨学金返済支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取市中小企業等奨学金返済支援事業補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、従業員の奨学金返済を支援する制度を設ける事業者に対し、当該

制度に基づき支給する手当等の一部を補助することにより、市内企業の人材確保及び

若年者の市内就職を促進することを目的として交付する。

（定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

（１）中小企業者等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規

定する中小企業者又は同条第５項に規定する小規模企業者であって、市内に本社又

は支社等を置くものをいう。ただし、次に掲げる企業者を除く。

ア 国又は地方公共団体が出資している企業者

イ 系列内の大企業（中小企業者以外の企業をいう。以下同じ。）が資本の２分の

１以上を出資し、又は役員を派遣するなど実質的に大企業によって経営されてい

ると市長が認める企業者

（２）社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人

をいう。

（３）医療法人 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する医療福祉法人をいう。

（４）学校法人 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人をいう。

（５）特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に規定す

る特定非営利活動法人をいう。

（６）公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４

８号）に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に規定する公益社団法人及

び公益財団法人をいう。

（７）協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別表第

３に規定する協同組合等をいう。

（８）奨学金 高等学校、短期大学、大学、大学院、専修学校等の教育機関における修

学を支援するために貸与される学資金等のうち、次のいずれかに該当するものをい



う。ただし、奨学金の制度の趣旨から補助金の対象外とすることが必要と市長が別

に認めたものを除く。

ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

イ 地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金

（９）支援制度 補助の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）が、雇用す

る従業員に周知している就業規則、賃金規程などの明文化された文書（以下「内部

規程等」という。）に基づき、支援対象従業員に対して現金（口座振込による支給

も含む。以下同じ。）を年１回以上給付することにより、当該従業員本人が主たる

債務者となっている奨学金等の返済に係る負担を軽減する制度をいう。ただし、給

付の対象となった従業員が退職した場合に、当該従業員に給付額の全部又は一部の

返還の義務を負わせる条件を付すものは除く。

（10）支援対象従業員 支援制度による給付の対象となり、その給付金がこの補助金の

補助対象経費となる従業員のことをいい、次に掲げる条件を全て満たす者をいう。

ただし、市長が支援対象従業員とすることが適当でないと認めた場合は、この限り

でない。

ア 補助金交付申請日（以下「申請日」という。）において、雇用期間の定めがな

く、補助事業者において正職員として勤務していること。

イ 申請日の属する会計年度（以下「会計年度」という。）の４月１日において、採

用の日から起算して８年を経過していないこと。

ウ 申請日において、奨学金等を返済中であるか、返済予定が確定していること。

エ 奨学金について、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金等、他団体から返済支

援を受けていないこと。

オ 補助事業者が個人事業主（実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含

む。）である場合においては、当該個人事業主と生計を一にしている親族でない

こと。ただし、勤務実態及び勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であ

ると認められる者を除く。

カ 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。

（補助の対象となる事業者）

第４条 補助事業者は、中小企業者等又は中小企業者等と同程度の従業員規模であって

鳥取市内に主たる事務所を置く社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動

法人、公益法人等若しくは協同組合等のいずれかに該当する事業者であって、次に掲

げる条件を全て満たすものとする。

（１）賃金、給料、手当、賞与等、支援対象従業員に対して労働の対象として支払うも

のの額を前年度と比較して、合理的な理由もなく下げていないこと。

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２



条に規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）でないこと。また、

暴力団等と密接な関わりのある事業者でないこと。 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項及び第５項の規定に該当する営業を行う事業者でなく、これら

の営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。ただし、同法第２条第１

項に該当する営業を行う事業者のうち、 市長が特に必要と認めた場合は、この限

りでない。 

（４）申請日又は交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開

始の申立てがなされている事業者でないこと。

（５）市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

（補助金の対象となる事業）

第５条 本補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が、支援制度に基づき行う給

付とする。

２ 個々の支援対象従業員について、補助対象とする期間は、補助事業者に採用された

日の属する月から起算して、９６か月（転職等により以前勤務していた中小企業で本

制度の対象となっている場合は、その期間を通算する。）までとする。

（補助対象経費）

第６条 補助対象経費の額は、補助事業者が、支援制度に基づいて、支援対象従業員本

人に対して直接給付した現金（以下「手当等」という。）の額とする。

２ 補助対象経費は、補助事業者における賃金計算期間にかかわらず、当該会計年度中

に支払った手当等に限る。

（補助金の額）

第７条 交付する補助金の額は、補助事業者が当該年度に支援対象従業員に支給を完了

した額に２分の１を乗じた額（千円未満の端数は、切り捨てる。）と８万円のいずれ

か低い額とし、予算の範囲内で交付する。

（交付申請）

第８条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に定める書類

は、次に掲げるものとする。

（１）事業計画書（様式第１号）

（２）支出計画書（様式第２号）

（３）企業・団体概要書（様式第３号）

（４）市税等納付状況確認同意書（様式第４号）



（５）支援対象従業員の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し

（６）支援対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など被保険者番号、

資格取得年月日及び事業所名称が確認できる書類の写し

（７）従業員名簿又は組織図など支援対象従業員の勤務地が分かる書類の写し

（８）支援制度に係る補助事業者の内部規程等の写し（支援制度を設ける前と設けた

後のもの）

（９）独立行政法人日本学生支援機構の口座振替加入通知など支援対象従業員の年間

返済額が分かる書類の写し

（10）その他市長が必要と認める書類

 （承認を要しない変更）

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とす

る。

 （着手届を要しない場合）

第１０条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定め

る場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

（実績報告）

第１１条 規則第１２条に定める実績報告は、各年度の補助対象事業の完了後速やかに

行わなければならない。

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に定める書類は、

次に掲げるものとする。

（１）事業報告書（様式第５号）

（２）収支決算書（様式第６号）

（３）その他市長が必要と認める書類

（補助金の返還）

第１２条 規則第１３条に定めるもののほか、給付の対象となった従業員が退職した場

合、当該従業員に給付額の全部又は一部の返還の義務を負わせる支援制度であったこ

とが判明した場合には、支給した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

（その他）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、経済

観光部長が別に定める。



附 則 

この要綱は、平成３１年４月２４日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１３日から施行し、令和元年度の補助事業から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


